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帯及び帯締に係る純国産絹マーク特例管理規程第２条の柱書きでいう「価値を著しく増加させる

絹以外の繊維」として使用する、いわゆる金銀糸平箔等については、次のいずれかに該当するもの

に限るものとする。

１ 和紙等をベースに、プラチナ、金又は銀を箔押又は蒸着させたもの（撚り糸（芯の素材を問わ

ない。以下同じ。）であるかスリット糸であるかは問わない。）

２ ポリエステル等のフィルムベースにプラチナ又は金を蒸着させたもの（和紙等での裏貼りの有

無は問わない。また、撚り糸であるかスリット糸であるかは問わない。）

３ ポリエステル等のフィルムベースに銀を蒸着させたもののうち、和紙等で裏貼りしたもの（撚

り糸であるかスリット糸であるかは問わない。）

４ 帯及び帯締の価値を高めると認められるソフトリボン箔

５ 繊維（絹であるか否かは問わない。）に直接銀蒸着し、合成塗料でコーティングしたもの

６ うるし糸（芯の素材を問わない。）


